
（令和2， 11． 4）

コロナウイルス感染症等の疑いのある被疑者等の勾留質問時

の署名指印の省略等について（水戸地家簡裁裁判官申合せ）

コロナウイルス感染症等の疑いのある被疑者等について接見室を使用して勾留

質問を行う場合（8月18日付け水戸地裁事務局長事務連絡『勾留請求時にコロナ

ウイルス感染症等の疑いのある被疑者等の情報に接した場合の対応について」にい

うc方式),感染症予防の観点から,被疑者等の署名指印について次のとおりとする。

1勾留質問調書

勾留質問調書の被疑者等の署名指印の省略についでは，事案の内容等から勾留

質問調書が証拠請求される可能性などを考慮し，当該事案ごとに裁判官が判断す

轍

る。

裁判官が省略すると判断した場合には，書記官は接見室の被疑者等側の個室に

移動せず，アクリル板越しに読み聞かせを行い，被疑者等の署名指印に代え，調

書に『感染症予防のため被疑者に署名指印させなかった｡｣等と記載する。

2被疑者国選弁護人選任請求書・資力申告書の代書

被疑者が勾留質問時に被疑者国選弁護人選任請求をした場合には，裁判官は接

見室のアクリル板越しに被疑者に被疑者国選弁護人選任請求書.資力申告書の内

容を質問し，書記官が回答内容を同書に代書する。書記官は，被疑者に記載内容

に間違いがないことの確認を行い，同書末尾の被疑者の署名欄も書記官が代書す

ることについて同意を得た上で代書し， ｜記載内容について被疑者に確認したと

ころ相違ない旨を申し立て，感染症予防のため被疑者に署名指印させることがで

きないため,裁判官の指示により被疑者の同意を得て書記官が代書した｡」等と付

記し，官職の記載及び記名押印をする。

当該書面について，被疑者が記載内容に間違いないことを確認したことと，被

疑者の意思に基づいて作成されたものであることを確認したことを明確にする

ため，同書の上部に裁判官が認印する“
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勾留質問調書

被疑者 ⑮⑮④、

被疑者に対寸-る窃盗被疑事件について，令和2年4月1日水戸簡易裁判所におい
て，

裁 判 官 圃 園 ■ 圃 は，
裁判所書記官 ▲ ▲ ▲ △ を

立ち会わせて，被疑者に対して次のように質問した。
問氏名，年齢住居及び職業について述べてください。
答勾留請求書記載のとおり

（ 噛

裁判官は，終始沈黙し， 又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨を告げ，
勾留請求書記載の被疑事実を読み聞かせた、

間検察官からこのような事実について勾留の請求があったが,これに対して何
か述べることはないですか。
答事実はすべて， 間違いありません。

裁判官は,弁護人選任権を告げ，弁護士，弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護
人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示し， また，国選弁護人選
任請求権を告げ，弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならな
い旨及びその資力が基準額以上であるときは, あらかじめ，茨城県弁護士会に弁護
人の選任の申出をしていなければならない旨を教示し， 勾留した場合の通知先を尋
ねたところ，

答勾留通知先は…にしてください｡鰹遜室墓塗装遜茎菫竺菫〆
以上のとおり読み聞かせたところ,相違ない旨申し立て署名蕪』轡=亀。

（

被疑者 ⑬⑳③⑧ 印

前同日同庁

裁判所書記官 △△ムム､ ⑳



（被疑者国選弁護･通常事件用）

国選弁護人選任請求書“資力申告書

裁判官 殿

※該当する箇所の口印にし点を付け，必要事項を記入して作成してください。

（注意） 8に記載した合計欄の金額が50万円以上である場合には， この書面を提出して国
選弁護人の選任を請求する前に，必ず，＝－に対して，私選弁護人選任の申出を
する必要があります。

1次の事件について， 2に記載した理由により私選弁護人を選任することができな
いので，国選弁護人の選任を請求します。

事件名住居侵入，窃盗被疑事件

2理由

※(2)ｱ又はｲの口印にし点を付けた場合で,ーから通知書を受け取っている
ときは， この請求書と一緒に提出してください。

図(1) 貧困のため
□（2） 平成一一年－－－月一日，たが,次の理由から選任する言跡壽志髻撫走欝弁護人の選任を申し出
ロア－－－から弁護人となる,うとする者の紹介を受けられなかった。

目獺鱒た弁謹ま暹蕊総評の駒込みを醍朧菫厳。ロウいまだ

□③[その他の理由(具体的に書いて<ださい｡ ） ）
3資力申告

私の次の資産の合計額（資力という。 ）と内訳は，記載したとおりで間違いあり
ません。

(注意）裁判官の判断を誤らせる目的で，その資力について虚偽の記載をした場合は10
万円以下の過料に処せられることがあります。

内訳現金 (E|無 口有→約 円）
金融機関に対する預貯金 (EI無 口有→約 円）
社内預金等 (E|無 口有→約 円）
金融機関の自己宛小切手 （回無口宣→約， 円）
郵便為替 (E|無 口有→約 円）
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合計 約 円
※金融機関に対する預貯金とは,預金のほか,郵便貯金又は農業協同組合,農業協同組合連合会,漁業協同
組合，漁業協同組合連合会水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会に対する貯金のことです。

※社内預金等とは，使用者（船員の場合は船舶所有者）に対する貯蓄金又は公務員共済組合，公務員共済組
合連合会若しくは日.本私立学校振興・共済事業団に対する貯金のことです。

令和2年4月1 日

感染症対策として被疑者に手袋を装着させたため氏(名雨途重年望農X日生） 印指印をさせなかった。 裁判所書記官⑳ ．
●ーー画一阿凉ー官②ーｰ四一呼停ー蝉ロー亟嘩一画写画一ロ■ー車享殉一軍画■■■■亭吟一■DQ－Pm－車嘩一口■やー－口いつや⑪－

※以下の欄は，留置担当官‘刑事施設・少年鑑別所の職員が記入してください。
1 添付書類 口勾留状・告知調書等の写し 口不在・不受任通知書
2取調べ担当検察官所属の検察庁
3留置・収容場所

一

4国籍 －， 言語 語
5他事件での国選弁護人選任の有無口無 ロ有 （弁護人名


